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建築基準法第４３条第２項第１号の規定による敷地等と道路との関係の特例認定基準 

 

１ 目的 

この基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４３条第２項第１

号の規定による敷地等と道路との関係の特例認定に関し、「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がない」と認められる建築物について必要な基準を定め、適正な法の運用を図ることを目的とする。 

 

２ 認定基準 

法第４３条第２項第１号の規定により認定する場合の基準は、建築物の敷地が幅員４ｍ以上の道に

２ｍ以上接するものであって、次の各号に適合するものとする。 

（１）建築物の敷地が接する道は、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 農道、港湾道路その他これに類する公共の用に供する道で、法令等により将来にわたり道路と

同等の機能が確保されていること。 

また、法第４２条の道路と建築物の敷地との間にある河川、水路等（公共団体等が所有又は管

理するものに限る。）に橋、蓋等が設けられている部分であって、当該部分が一般通行の用に供

されている場合は、法上の道路と当該部分を合わせて当該道として扱う。 

イ 建築基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１００号）第２条の規定の施行の際（平

成１１年５月１日）現に存在する道で、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下、

「令」という。）第１４４条の４第１項各号及び「道路位置指定の要件について（平成３０年９

月２５日 千葉市）第１号から第８号までの基準（以下、「位置指定道路の基準」という。）に適

合する道であること。 

（２）建築物の用途及び規模は、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にあっては、その

延べ面積の合計）が２００㎡以内の一戸建ての住宅であること。 

（３）次に掲げる建築物の敷地が接する道の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するも

のであること。 

ア 第１号アの基準による道の場合は、道の管理者との協議が終了していること。 

イ 第１号イの基準による道の場合は、申請者その他の関係者が道を将来にわたって通行すること

について、次に掲げる者の承諾書を当該認定申請書に添えていること。 

（ア）当該道の敷地となる土地の所有者 

（イ）当該道の敷地となる土地に関して権利を有する者 

（ウ）当該道を位置指定道路の基準に適合するように管理する者 

（４）特例認定に係る建築物については、道を法第４２条に規定する道路とみなした場合に、法第５２

条（容積率）、法第５６条（建築物の各部分の高さ）、法第５６条の２（日影による中高層の建築物

の高さの制限）、法第５８条（高度地区）、令第２０条（採光の有効算定）及び建築基準法施行条例

（昭和３６年千葉県条例第３９号）の規定に適合すること。 

 

附 則 

この基準は、平成３０年１１月１５日から施行する。 

下線部分・・千葉市独自の内容 

※下線以外は、法令等、国の技術的助言に記載のある内容です。 

 あわせて、別途、「認定申請マニュアル」をご覧ください。 


